
(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  環状の溝を該溝内に泥水を満たしながら

全周掘削し、該溝に沿って連続壁施工装置を設置し、該

装置の型枠内にコンクリートを打設して最下層の環状セ

グメントを製作し、該最下層の環状セグメントを前記溝

の内側に吊り降ろし、引き続き前記連続壁施工装置を用

いて次リフト分の環状セグメントをその下の先行形成さ

れた環状セグメントと一体に製作してこれを前記溝の内

側に吊り降ろす工程を前記最下層の環状セグメントが前

記溝の底に達するまで繰り返し行い、前記溝内の泥水を

重泥水に置換する方法であって、前記吊り降ろし工程中

における泥水の比重を１．１乃至１．３とすることで前

記環状セグメントに過大な浮力を作用させないようにす

ることを特徴とする地中連続壁の構築工法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、構造物、特に圧気

貯蔵タンクや超伝導コイル電力貯蔵施設といった大きな

内圧が作用する特殊構造物に適用される地中連続壁の構

築工法に関する。

【０００２】

【従来の技術】恒温性、気密性、不燃性、防爆性、高剛

性などの地下特性を生かして地下空間が様々な用途に利

用されているが、石油地下備蓄、ＬＮＧやＬＰＧのタン

ク、ガスタービン発電用の圧気貯蔵タンク、超伝導コイ

ル電力貯蔵、原子力発電所などのエネルギー施設につい

ても積極的な地下空間利用が実施あるいは検討されてい

る。そして、大きな内圧が作用する構造物、例えば圧気

貯蔵タンクや超伝導コイル電力貯蔵施設については、周

囲から作用する土圧を利用して地下構造物の外壁に生じ
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る引張力の低減を図ることが検討されている。

【０００３】すなわち、圧気貯蔵タンクや超伝導コイル

電力貯蔵施設では、高圧空気や電磁力といった形で大き

な内圧が発生しており、これらの内圧をタンク等の外壁

だけで負担するのではなく、その一部を周辺地盤から作

用する土圧で相殺するようにすれば、外壁に生じる引張

力を減少させてクラックの発生等を未然に防止すること

ができる。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】ここで、上述の構造物

を地盤内に構築する工法として、地盤内に環状の地中連

続壁を構築して構造物の側壁とするとともに、その内側

を掘り下げて設備工事を行う工法が考えられる。

【０００５】しかしながら、地中連続壁の外側に作用す

る土圧の分布は、実際には地盤の不均一性、地盤の傾

斜、盛土等の局所的な載荷等によってある程度の偏りを

避けることはできないし、土圧の大きさについても土質

性状によってばらつきが大きく、地中連続壁の側壁に生

じる引張力低減を目的として土圧作用を積極利用するに

はかなり問題があった。

【０００６】本発明は、上述した事情を考慮してなされ

たもので、構造物の側壁となる地中連続壁に十分な圧力

を作用させて該側壁の引張力を低減させることが可能な

地中連続壁の構築工法を提供することを目的とする。

【０００７】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた

め、本発明に係る地中連続壁の構築工法は請求項１に記

載したように、環状の溝を該溝内に泥水を満たしながら

全周掘削し、該溝に沿って連続壁施工装置を設置し、該

装置の型枠内にコンクリートを打設して最下層の環状セ

グメントを製作し、該最下層の環状セグメントを前記溝

の内側に吊り降ろし、引き続き前記連続壁施工装置を用

いて次リフト分の環状セグメントをその下の先行形成さ

れた環状セグメントと一体に製作してこれを前記溝の内

側に吊り降ろす工程を前記最下層の環状セグメントが前

記溝の底に達するまで繰り返し行い、前記溝内の泥水を

重泥水に置換する方法であって、前記吊り降ろし工程中

における泥水の比重を１．１乃至１．３とすることで前

記環状セグメントに過大な浮力を作用させないようにす

るものである。

【０００８】

【０００９】

【００１０】本発明に係る地中連続壁の構築工法におい

ては、まず、環状の溝を該溝内に泥水を満たしながら全

周掘削する。ここで、泥水の比重を１．４乃至１．６と

しておくと、比較的長期間にわたる掘削中の孔壁の崩壊

が未然に防止される。

【００１１】次に、掘削が終了したならば、該溝に沿っ

て連続壁施工装置を設置し、該装置の型枠内にコンクリ

ートを打設して最下層の環状セグメントを製作する。そ

して、該最下層の環状セグメントを溝の内側に吊り降ろ

す。

【００１２】次に、引き続き連続壁施工装置を用いて次

リフト分の環状セグメントをその下の先行形成された環

状セグメントと一体に製作してこれを溝の内側に吊り降

ろす。ここで、泥水の比重を１．１乃至１．３としてお

くと、環状セグメントに過大な浮力を作用させることな

く、スムーズに泥水中に沈めることができる。これらの

工程は、最下層の環状セグメントが溝の底に達するまで

繰り返し行う。

【００１３】最後に、溝内の泥水を重泥水に置換する。

【００１４】かかる手順で地中連続壁を構築すると、該

連続壁の外側には周囲の重泥水による大きな圧力が確実

に作用して連続壁断面内に圧縮力を発生させ、構造物内

に発生している内圧と相殺する。

【００１５】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る地中連続壁の

構築工法の実施の形態について、添付図面を参照して説

明する。

【００１６】図１は、本実施形態に係る地中連続壁の構

築工法の手順を示したフローチャート、図２乃至図４

は、各工程の説明図である。これらの図でわかるよう

に、本実施形態における地中連続壁の構築工法において

は、図２(a) に示すようにまず、環状の溝１を該溝内に

泥水２を満たしながら全周掘削する（図１、ステップ１

０１）。なお、全周の掘削が終了するまで溝１が比較的

長期間放置されるので、その期間中の泥水の比重を１．

４乃至１．６、好ましくは１．５程度に調整して孔壁の

崩壊を未然に防止するようにするのがよい。

【００１７】次に、掘削が終了したならば、該溝１に沿

って連続壁施工装置３を設置する（ステップ１０２）。

連続壁施工装置３は、図２(b) に示すようにＨ型鋼等で

構成した門形フレーム４を溝１上に跨設して該門形フレ

ーム４に取り付けられたセンタホールジャッキ５にロッ

ド６を貫通させるとともに、該ロッド６の下端に鋼製の

支持板７を取り付けて構成してある。門形フレーム４

は、環状の溝１に沿って例えば数ｍおきに設置し、ジャ

ッキ５も各フレーム４にそれぞれ取り付けるのがよい。

なお、ロッド６は、後述する環状セグメントの吊り降ろ

し作業に伴って、順次継ぎ足すことができるように構成

しておく。

【００１８】次に、連続壁施工装置３の支持板７から型

枠８、８を立設し、該型枠８、８内にコンクリートを打

設して図３(a) に示すように最下層の環状セグメント２

１を製作する（ステップ１０３）。環状セグメント２１

の１リフト分の高さは、数ｍ程度とする。なお、必要に

応じて型枠８、８内に鉄筋を適宜配置しておく。型枠

８、８は、環状セグメント２１の外面および内面が円筒

面となるように所定の曲率で湾曲加工しておく。

【００１９】次に、環状セグメント２１の吊り降ろしに
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備えて、溝１内の泥水２を１．１乃至１．３、好ましく

は１．２程度の比重を持つ泥水２２に置換しておく（ス

テップ１０４）。このようにすれば、環状セグメント２

１に過大な浮力を作用させることなく、溝１内にスムー

ズに吊り降ろすことができる。

【００２０】次に、最下層の環状セグメント２１を図３

(b) に示すように溝１の内側に吊り降ろし、泥水２２中

に沈める（ステップ１０５）。吊り降ろしの際は、環状

セグメント２１に曲げ応力が発生してひび割れ等を生じ

ないよう、各ジャッキ５を慎重に駆動制御して環状セグ

メント２１を水平に降下させる。

【００２１】次に、図３(c) に示すように連続壁施工装

置３の型枠８、８内にコンクリートを再び打設して第２

リフト分の環状セグメント２３を環状セグメント２１と

一体に成形し（ステップ１０６）、これを図３(d) に示

すように溝１の内側に吊り降ろして泥水２２中に沈める

（ステップ１０５）。

【００２２】なお、型枠８、８は、下リフト用と上リフ

ト用の２組用意しておき、これらを交互に転用しながら

撤去と組立を並行して行うようにしてもよいし、型枠

８、８を門形フレーム４に固定し、滑動型枠として使用

してもよい。また、後者の場合、コンクリートを連続打

設して水平方向の打継をなくすようにするのがよい。

【００２３】以下、次リフト分の環状セグメントをその

下の先行形成された環状セグメントと一体に製作して溝

１の内側に吊り降ろす工程を、最下層の環状セグメント

２１が溝１の底に到達するまで繰り返し行う（ステップ

１０５～ステップ１０６）。

【００２４】環状セグメント２１が溝１の底に達し、各

環状セグメントが鉛直方向に一体に積層されてなる地中

連続壁３２が完成したならば（ステップ１０７、YES

 ）、図４(a) に示すように、溝１内の泥水２２を重泥

水３１に置換し（ステップ１０８）、地中連続壁３２の

内側を掘削する（ステップ１０９）。

【００２５】後は、同図(b) に示すように底版３３を施

工し、その上に所定の施設を設置する。

【００２６】重泥水３１は、例えば２程度の比重を有

し、長期にわたって沈降せず、化学的にも安定してお

り、地中連続壁３２内の空間に貯蔵される貯蔵物の温度

にも影響されないものが好ましく、例えば水、ベントナ

イト、分散剤、重晶石微粉末等を適宜配合したものがよ

い。

【００２７】図５は、地中連続壁３２を側壁とする構造

物４１の一例を示したものであるが、その内部に高圧ガ

スや高圧液体を貯蔵した場合、同図(c) に示すように、

地中連続壁３２の外側に周囲の重泥水３１による大きな

圧力が確実に作用して連続壁３２断面内に圧縮力を発生

させ、地中連続壁３２に囲まれた空間内に発生している

内圧と相殺する。

【００２８】以上説明したように、本実施形態に係る地

中連続壁の構築工法によれば、該連続壁の外側に重泥水

による流体圧力が作用するため、側方地盤の不均一性、

地盤の傾斜、土質性状あるいは盛土等の局所的な載荷と

いった偏土圧の要因とは一切関係なく、地中連続壁に所

定の大きさの圧力を確実に作用させることができる。

【００２９】また、その圧力は、地盤が直接接触する場

合よりもかなり増加する。すなわち、例えば、深さ１０

ｍ、土の重量が１ｔ／ｍ3  の場合に側壁に作用する土圧

は、地下水位が地表面付近にあったとしても、１３ｔ／

ｍ2  程度（土圧係数０．３３）にとどまるが、本実施形

態の場合には、重泥水の比重を２としたならば、２０ｔ

／ｍ2  の圧力を側壁に作用させることができる。

【００３０】そして、かかる圧力が円筒形状の地中連続

壁に作用するので、該連続壁は、重泥水による圧力の分

だけ断面内に圧縮方向のプレストレスが導入される。

【００３１】したがって、本実施形態の構築工法を用い

て地中連続壁を構築し、該連続壁を例えば、ＣＡＥＳ(C

ompressed Air Energy Storage) と呼ばれるガスタービ

ン発電用の圧気貯蔵タンクやＳＭＥＳ(Superconducting

 Magnetic Energy Storage)と呼ばれる超伝導エネルギ

ー貯蔵施設といった大きな内圧が発生する施設の側壁に

使用すれば、高圧空気の内圧や電磁力による引張力を断

面内に導入された圧縮方向のプレストレスで相殺するこ

とができる。そして、地中連続壁を無筋、若しくは鉄筋

量を大幅に低減しても内圧によってクラック等が発生す

るおそれはなく、偏土圧の可能性についても何等検討す

る必要がない。

【００３２】一方、比重の大きな重泥水は、側方地盤の

孔壁面にも同じように作用するので、該孔壁面の緩みや

崩壊は、通常の泥水よりも長期間確実に防止される。

【００３３】また、本実施形態の地中連続壁の構築工法

によれば、気中でコンクリートを打設するので、水中で

コンクリートを打設していた従来に比べ、はるかに良質

なコンクリート壁を構築することができる。また、環状

セグメントを鉛直方向に連続的に一体形成するので、継

ぎ目のないコンクリート壁を構築することが可能とな

る。

【００３４】本実施形態では、大きな内圧が作用する施

設としてＣＡＥＳやＳＭＥＳを例に挙げたが、これらの

他にＬＰＧやＬＮＧガスタンク、地下調整池あるいは石

油備蓄施設にも同様に本発明を適用して側壁を無筋、若

しくは鉄筋量を大幅に低減することができるし、内圧が

作用しない施設、例えばライフライン等に適用すれば側

壁を無筋コンクリートとすることができる。

【００３５】また、本実施形態では、環状セグメントを

ロッドで吊り下げるようにしたが、鋼線等で吊り下げる

ようにしてもよい。かかる場合には、鋼線を予めリール

に巻いておき、該リールを駆動して環状セグメントを吊

り降ろすようにすればよい。

【００３６】
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【発明の効果】以上述べたように、本発明に係る地中連

続壁の構築工法によれば、構造物の側壁となる地中連続

壁に十分な圧力を作用させて該側壁の引張力を低減させ

ることができるとともに、従来の水中打設に比べてはる

かに良質なコンクリート壁を構築することが可能とな

る。

【００３７】

【図面の簡単な説明】

【図１】本実施形態に係る地中連続壁の構築工法の手順

を示すフローチャート。

【図２】本実施形態に係る構築工法の各工程を示した図

であり、(a) は環状の溝を掘削した様子を示した図、

(b)は該溝に沿って連続壁施工装置を跨設した図。

【図３】本実施形態に係る構築工法の各工程を引き続き

示した図であり、(a) は型枠内にコンクリートを打設し

て最下層の環状セグメントを形成した様子を示した図、

(b)はこれを溝の内側に吊り降ろした様子を示した図、

(c)は最下層環状セグメントの上に第２リフト分の環状

セグメントを一体形成した様子を示した図、(d)はこれ

を溝の内側に吊り降ろした様子を示した図。

【図４】本実施形態に係る構築工法の各工程を引き続き

示した図であり、(a) は構築された地中連続壁の内側を

掘削する様子を示した図、(b) は掘削後に底版を施工し

た様子を示した図。

【図５】本実施形態に係る構築工法で構築した地中連続

壁を側壁に用いた構造物の一例を示した図であり、(a) 

は鉛直断面図、(b)は(a)のＡ―Ａ線に沿う水平断面図、

(c)は作用の説明図。

【符号の説明】

１            溝

２            泥水

３            連続壁施工装置

８            型枠

２１          最下層の環状セグメント

２２          泥水

２３          第２リフト分の環状セグメント

３１          重泥水

３２          地中連続壁

４２          地中連続壁

【図２】 【図３】
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【図１】



(6) 特許第３１９９１６４号

【図４】 【図５】
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